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○

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
三
条

略

第
三
条

略

２

第
一
条
第
九
号
又
は
第
十
七
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職

２

第
一
条
第
九
号
又
は
第
十
七
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職

の
職
員
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
別
表
第
一
に
よ
る
俸
給
月
額

の
職
員
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
別
表
第
一
に
よ
る
俸
給
月
額

に
よ
り
難
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

に
よ
り
難
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

特
別
職
の
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
が
で

特
別
職
の
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

一

第
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員

百
二
十
三
万
千
円

一

第
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員

百
二
十
三
万
五
千
円

二

第
一
条
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員

二

第
一
条
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員

百
二
十
万
七
千
円

百
二
十
一
万
千
円

三

第
一
条
第
二
十
五
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員

三

第
一
条
第
二
十
五
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員

百
二
十
万
七
千
円
又
は
百
六
万
三
千
円

百
二
十
一
万
千
円
又
は
百
六
万
六
千
円

３

大
使
又
は
公
使
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
別
表
第
二
に
掲
げ

３

大
使
又
は
公
使
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
別
表
第
二
に
掲
げ

る
俸
給
月
額
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
使

る
俸
給
月
額
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
使

に
あ
つ
て
は
百
五
十
万
七
千
円
、
百
四
十
四
万
四
千
円
又
は
七
十
八
万
二
千

に
あ
つ
て
は
百
五
十
一
万
二
千
円
、
百
四
十
四
万
八
千
円
又
は
七
十
八
万
四

円
、
公
使
に
あ
つ
て
は
七
十
八
万
二
千
円
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
円
、
公
使
に
あ
つ
て
は
七
十
八
万
四
千
円
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

略

４

略

第
四
条

略

第
四
条

略

２

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
は
、
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
手
当

２

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
は
、
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
手
当

を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て

を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て

」
と
あ
る
の
は
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
「
三
万
五
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
は

」
と
あ
る
の
は
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
「
三
万
五
千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は

「
六
万
七
千
八
百
円
」
と
、
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
」
と

「
六
万
八
千
円
」
と
、
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
」
と
す
る

す
る
。

。

第
七
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
等
（
秘
書
官
を
除
く
。
）
の
地
域
手
当
、
通
勤

第
七
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
等
（
秘
書
官
を
除
く
。
）
の
地
域
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

手
当
及
び
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と
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い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）

の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分

の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分

の
百
四
十
、
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
、
」
と
、
「
百
分
の
百
五
十

の
百
四
十
、
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
、
」
と
、
「
百
分
の
百
六
十

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事

院
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る

院
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

１
・
２

略

１
・
２

略

３

一
般
職
の
職
員
か
ら
引
き
続
き
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
に
な
つ
た
者
の
俸

３

一
般
職
の
職
員
か
ら
引
き
続
き
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
に
な
つ
た
者
の
俸

給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
別
表
第
三
に
掲
げ
る
俸
給
月

給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
別
表
第
三
に
掲
げ
る
俸
給
月

額
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に

額
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に

掲
げ
る
十
二
号
俸
の
俸
給
月
額
を
超
え
九
十
二
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
の

掲
げ
る
十
二
号
俸
の
俸
給
月
額
を
超
え
九
十
二
万
三
千
円
を
超
え
な
い
範
囲

額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中

内
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
第
三

「
別
表
第
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
三
項
の
規
定
」
と
す
る
。

号
中
「
別
表
第
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
三
項
の
規
定
」
と
す
る
。

４
・
５

略

４
・
５

略

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

官

職

名

俸

給

月

額

官

職

名

俸

給

月

額

内
閣
総
理
大
臣

二
、
〇
六
五
、
〇
〇
〇
円

内
閣
総
理
大
臣

二
、
○
七
一
、
〇
〇
〇
円

国
務
大
臣

国
務
大
臣

会
計
検
査
院
長

一
、
五
○
七
、
〇
〇
〇
円

会
計
検
査
院
長

一
、
五
一
二
、
〇
〇
〇
円

人
事
院
総
裁

人
事
院
総
裁

内
閣
法
制
局
長
官

内
閣
法
制
局
長
官

内
閣
官
房
副
長
官

内
閣
官
房
副
長
官

副
大
臣

副
大
臣

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
会
長

一
、
四
四
四
、
〇
〇
〇
円

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
会
長

一
、
四
四
八
、
〇
〇
〇
円

公
正
取
引
委
員
会
委
員
長

公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
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宮
内
庁
長
官

宮
内
庁
長
官

検
査
官
（
会
計
検
査
院
長
を
除
く
。
）

検
査
官
（
会
計
検
査
院
長
を
除
く
。
）

人
事
官
（
人
事
院
総
裁
を
除
く
。
）

人
事
官
（
人
事
院
総
裁
を
除
く
。
）

内
閣
危
機
管
理
監

内
閣
危
機
管
理
監

大
臣
政
務
官

一
、
二
三
一
、
〇
〇
〇
円

大
臣
政
務
官

一
、
二
三
五
、
〇
〇
〇
円

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長

運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長

運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長

侍
従
長

侍
従
長

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び

内
閣
情
報
官

内
閣
情
報
官

常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

一
、
二
○
七
、
〇
〇
〇
円

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

一
、
二
一
一
、
〇
〇
〇
円

公
正
取
引
委
員
会
委
員

公
正
取
引
委
員
会
委
員

国
家
公
安
委
員
会
委
員

国
家
公
安
委
員
会
委
員

式
部
官
長

式
部
官
長

公
害
等
調
整
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

公
害
等
調
整
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

中
央
労
働
委
員
会
の
常
勤
の
公
益
を
代
表

中
央
労
働
委
員
会
の
常
勤
の
公
益
を
代
表

す
る
委
員

す
る
委
員

運
輸
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

運
輸
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

総
合
科
学
技
術
会
議
の
常
勤
の
議
員

総
合
科
学
技
術
会
議
の
常
勤
の
議
員

原
子
力
委
員
会
委
員
長

一
、
○
六
三
、
〇
〇
〇
円

原
子
力
委
員
会
委
員
長

一
、
○
六
六
、
〇
〇
〇
円

再
就
職
等
監
視
委
員
会
委
員
長

再
就
職
等
監
視
委
員
会
委
員
長

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員
長

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員
長

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
会
長

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
会
長

中
央
更
生
保
護
審
査
会
委
員
長

中
央
更
生
保
護
審
査
会
委
員
長

宇
宙
開
発
委
員
会
委
員
長

宇
宙
開
発
委
員
会
委
員
長

社
会
保
険
審
査
会
委
員
長

社
会
保
険
審
査
会
委
員
長

東
宮
大
夫

東
宮
大
夫
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食
品
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

食
品
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
常

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
常

勤
の
委
員

勤
の
委
員

公
益
認
定
等
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

公
益
認
定
等
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
常
勤
の
委

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
常
勤
の
委

員

員

地
方
財
政
審
議
会
委
員

地
方
財
政
審
議
会
委
員

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

九
三
八
、
〇
〇
〇
円

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

九
四
一
、
〇
〇
〇
円

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の
常
勤

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の
常
勤

の
委
員

の
委
員

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

宇
宙
開
発
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

宇
宙
開
発
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

労
働
保
険
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

労
働
保
険
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

社
会
保
険
審
査
会
委
員

社
会
保
険
審
査
会
委
員

運
輸
審
議
会
の
常
勤
の
委
員

運
輸
審
議
会
の
常
勤
の
委
員

土
地
鑑
定
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

土
地
鑑
定
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
常
勤

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
常
勤

の
委
員

の
委
員

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

官

職

名

俸

給

月

額

官

職

名

俸

給

月

額

三
号
俸

一
、
二
○
七
、
〇
〇
〇
円

三
号
俸

一
、
二
一
一
、
〇
〇
〇
円

大
使

二
号
俸

一
、
○
六
三
、
〇
〇
〇
円

大
使

二
号
俸

一
、
○
六
六
、
〇
〇
〇
円

一
号
俸

九
三
八
、
〇
〇
〇
円

一
号
俸

九
四
一
、
〇
〇
〇
円

三
号
俸

一
、
二
○
七
、
〇
〇
〇
円

三
号
俸

一
、
二
一
一
、
〇
〇
〇
円

公
使

二
号
俸

一
、
○
六
三
、
〇
〇
〇
円

公
使

二
号
俸

一
、
○
六
六
、
〇
〇
〇
円
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一
号
俸

九
三
八
、
〇
〇
〇
円

一
号
俸

九
四
一
、
〇
〇
〇
円

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

官

職

名

俸

給

月

額

官

職

名

俸

給

月

額

十
二
号
俸

五
九
八
、
九
〇
〇
円

十
二
号
俸

六
〇
○
、
五
〇
〇
円

十
一
号
俸

五
六
七
、
二
〇
〇
円

十
一
号
俸

五
六
八
、
七
〇
〇
円

十
号
俸

五
三
六
、
一
〇
〇
円

十
号
俸

五
三
七
、
六
〇
〇
円

九
号
俸

五
○
三
、
四
〇
〇
円

九
号
俸

五
○
四
、
八
〇
〇
円

八
号
俸

四
七
二
、
一
〇
〇
円

八
号
俸

四
七
三
、
三
〇
〇
円

秘
書
官

七
号
俸

四
四
二
、
一
〇
〇
円

秘
書
官

七
号
俸

四
四
三
、
二
〇
〇
円

六
号
俸

四
○
五
、
五
〇
〇
円

六
号
俸

四
○
六
、
六
〇
〇
円

五
号
俸

三
六
五
、
九
〇
〇
円

五
号
俸

三
六
六
、
九
〇
〇
円

四
号
俸

三
二
九
、
二
〇
〇
円

四
号
俸

三
二
九
、
八
〇
〇
円

三
号
俸

二
九
七
、
三
〇
〇
円

三
号
俸

二
九
七
、
八
〇
〇
円

二
号
俸

二
七
四
、
二
〇
〇
円

二
号
俸

二
七
四
、
六
〇
〇
円

一
号
俸

二
五
九
、
一
〇
〇
円

一
号
俸

二
五
九
、
一
〇
〇
円
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○

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
七
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
等
（
秘
書
官
を
除
く
。
）
の
地
域
手
当
、
通
勤

第
七
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
等
（
秘
書
官
を
除
く
。
）
の
地
域
手
当
、
通
勤

手
当
及
び
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

手
当
及
び
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と

い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）

の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分

の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分

の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
四
十
五
」
と
、
「
百
分
の
百
五
十

の
百
四
十
、
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
、
」
と
、
「
百
分
の
百
五
十

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事

院
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る

院
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

○

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
四
条

一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
内
閣
総
理
大
臣
等
で
あ
る
者
で

第
四
条

一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
内
閣
総
理
大
臣
等
で
あ
る
者
で

、
当
該
特
別
職
の
職
員
と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て

、
当
該
特
別
職
の
職
員
と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て

い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
九
十
九
・
六
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一

い
た
俸
給
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
特
別
職
の
職
員
に
は
、
平
成
二
十

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
達
し
な
い

二
年
三
月
三
十
一
日
（
任
期
の
定
め
の
あ
る
特
別
職
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、

こ
と
と
な
る
特
別
職
の
職
員
に
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
（
任
期

同
日
又
は
一
部
施
行
日
を
含
む
任
期
に
係
る
期
間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い

の
定
め
の
あ
る
特
別
職
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
日
又
は
一
部
施
行
日
を
含

日
）
ま
で
の
間
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と

む
任
期
に
係
る
期
間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）
ま
で
の
間
、
俸
給
月
額

し
て
支
給
す
る
。

の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。
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２

一
部
施
行
日
以
降
に
新
た
に
大
使
又
は
公
使
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
一
部

２

一
部
施
行
日
以
降
に
新
た
に
大
使
又
は
公
使
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
一
部

施
行
日
の
前
日
か
ら
大
使
又
は
公
使
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
引
き
続

施
行
日
の
前
日
か
ら
大
使
又
は
公
使
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
引
き
続

き
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五

き
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五

号
）
の
同
一
の
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
で
、
当
該
大
使
又
は
公

号
）
の
同
一
の
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
で
、
当
該
大
使
又
は
公

使
と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
が
一
部
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た

使
と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
が
一
部
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た

俸
給
月
額
に
百
分
の
九
十
九
・
六
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

俸
給
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
特
別
職
の
職
員
に
は
、
平
成
二
十
二
年

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
達
し
な
い
こ
と

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

と
な
る
特
別
職
の
職
員
に
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

（
そ
の
額
が
、
当
該
大
使
又
は
公
使
と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
と
第
二
条
の

俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
大
使
又

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規

は
公
使
と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
と
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別

定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
当
該
大
使
又
は
公
使
と
し
て
受
け
る
こ
と
と

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら

な
る
俸
給
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
と
の
差

ば
当
該
大
使
又
は
公
使
と
し
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額
に
百
分
の
九

額
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
大
使
又
は
公
使
と
し
て
受
け
る

十
九
・
六
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

俸
給
月
額
と
基
準
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
）
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と
い

。

う
。
）
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
大
使
又
は
公
使

と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
と
基
準
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
）
を
俸
給
と

し
て
支
給
す
る
。

３

略

３

略

第
六
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

第
六
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
第
四
条
第
二
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
別
職
の
職
員
で
、
同

法
律
第
四
条
第
二
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
別
職
の
職
員
で
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
手
当
の
額
が
勤
務
一
日
に
つ
き
六
万
八
千
円

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
手
当
の
額
が
勤
務
一
日
に
つ
き
六
万
八
千
円

を
超
え
六
万
九
千
二
百
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
特
別
職
の
職
員
の
給

を
超
え
六
万
九
千
二
百
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ

与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八

る
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
後
段
の

十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
職
の
職
員
が
一
部
施
行
日
か
ら
引
き

る
法
律
第
四
条
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
職
の

続
き
同
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
間
は
、
同
項
後
段
中
「
六
万
八
千

職
員
が
一
部
施
行
日
か
ら
引
き
続
き
同
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
間

円
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
万
九
千
二
百
円
」
と
す
る
。

は
、
同
項
後
段
中
「
六
万
七
千
八
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
万
九
千
円
」

と
す
る
。


